
調布都市計画道路３・４・31号西調布南口線の

事業説明（オープンハウス形式）

調布市都市整備部まちづくり推進課

ご自由にご覧ください

「調布都市計画道路３・４・31号西調布南口線」について，令和8年１月9日付けで都市計画事業認可
を取得しましたので，「都市計画法第６６条」に基づき，事業概要等についてご説明します。

令和8年2月13日（金），14日（土）



はじめに
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日ごろから，市政にご理解とご協力をいただき，ありが

とうございます。

「調布市道路網計画」で優先整備路線に位置付けた

「調布都市計画道路３・４・31号西調布南口線」（以下，「調

布３・４・31号線」という。）について，令和8年１月9日付け

で都市計画事業認可を取得しました。

今回のオープンハウスは，都市計画法第６６条に基づき，

調布３・４・31号線の事業概要及び事業スケジュール等に

ついてご説明することを目的に実施するものです。

近藤勇生家跡

近藤勇座像
（西光寺）

味の素スタジアム

調布飛行場

西調布一番街

野川公園

調布IC
西調布振興会



調布市道路網計画とは

2

市は，広域的な移動を支える「都市計画道路」と地区内の移動を支える「生活道路」を体系的，

機能的に連携した道路網として，バランスよく整備していくことが重要であると考え，「調布市道

路網計画」（以下，「道路網計画」という。）を策定（平成２８年３月）しました。

調布市道路網計画

図 市における都市計画道路，地区内道路の計画の変遷

これからR7H27H17H7

都市計画道路
都，関係市区町が連携
して整備方針を策定

地区内道路
調布市が，地区の日常
的な交通を受け持ち，
幹線道路網と一体的に
機能する，地区内道路
網の構築を目指し策定
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※改定中



調布市道路網計画 ー広域道路整備プログラムー
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道路網計画では，効率的・効

果的に道路の整備を進めるた

めに，整備優先度の考え方をま

とめ，「優先整備路線」を定めて

います。

図 広域道路整備プログラム
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また，優先整備路線の他に，

優先整備路線の次に整備また

は着手する「準優先整備路線」，

都市計画の内容について検討

する必要がある「計画検討路

線」を定めています。



［都市計画決定］昭和３７年１２月２２日

［名称］調布都市計画道路

３・４・３１号西調布南口線

［起点］上石原二丁目

［終点］上石原三丁目

［延長］約６５０ｍ（起点附近に地積約2,100㎡

の交通広場を設ける）

［計画幅員］１６ｍ

凡 例

優先整備路線（都施行）
優先整備路線（市施行）
準優先整備路線（市施行）

必要性が確認された路線（上記以外）
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調布3・4・31号線とは

調布３・４・31号線は，上石原二丁目から上石原三丁目までの延長約650ｍの都市計画道路です。
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都市計画変更の概要（令和７年３月５日付け）

①起点の位置 調布市上石原二丁目

→調布市上石原二丁目

※町丁目は同一だが位置を変更

②交通広場の
位置及び面積

面積約2,000㎡

→面積約2,100㎡

（調布市上石原二丁目地内）

③車線の数の決定 ・２車線（全線）

調布３・４・31号線（西調布駅～品川通り）

は， 「調布市道路網計画」において，平成

２８年度から令和７年度までの１０年間で

整備または着手する「優先整備路線」に位

置付けています。
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事業区間

この度，優先整備路線に位置付けた，西調布駅から品川通りまでの交通広場約２，1００㎡，

延長約１７９ｍの区間について事業に着手します。

：事業区間

調布都市計画道路3・4・31号西調布南口線
（交通広場：約2,100㎡ 延長179ｍ）
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事業区間

※都市計画線は概ねの位置を表示しています。

調布都市計画道路３・４・３１号西調布南口線 延長約179ｍ 幅員１６ｍ 交通広場 面積約2100㎡

事業地

現在の道路

西
調
布
駅
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事業区間

※図は事業区間の車道・歩道の位置関係を示したものです。信号機や横断歩道の位置等は，今後交通管理者等と協議し
たうえで決定する予定です。

NON SCALE



②安全で快適な道路空間の確保

③防災性の向上

①西調布駅周辺の利便性向上

④良好な都市景観の創出
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調布3・4・31号線の事業効果
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調布3・4・31号線の事業効果

駅前広場を含む都市計画道路を整備することで，西調布駅へのアクセス性向
上を図るとともに，電車やタクシー，自転車など様々な交通手段の接続が行わ
れる交通結節点としての機能を確保します。

① 西調布駅周辺の利便性向上

（参考）西調布駅 駅前広場（北口）

Ｇｏｏｇｌｅ

駅前広場
駅前広場の整備イメージ



現在

約６ｍ

※図は，整備イメージです。車道，歩道及び自
転車通行空間等の詳細な断面形態については，
今後交通管理者等と協議したうえで決定する予
定です。

整備後のイメージ

約６ｍ

（調布３・４・３２号線（西調布駅北側））
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調布3・4・31号線の事業効果

② 安全で快適な道路空間の確保

都市計画道路を整備し，両側に歩道を設ける
ことで，歩行者・自転車・自動車が安全で快適
に利用できる道路となります。



調布3・4・31号線の事業効果

③ 防災性の向上

都市計画道路の整備に併せて無電柱化を行うことで，災害時に電柱の倒壊
による道路閉塞を防ぎ，地域の防災性の向上を図ります。

また，道路を拡幅することで，火災時の延焼を防止します。

防災生活圏と延焼遮断帯のイメージ
出典：防災都市づくり推進計画（東京都）

平成３０年台風第２１号による電柱倒壊（大阪府泉南市）
出典：国土交通省

阪神淡路大震災における道路の幅と延焼防止率の関係
出典：国土交通省

11



調布3・4・31号線の事業効果

無電柱化により視線をさえぎる電柱や電線をなくし，都市景観の向上を図り
ます。

調布３・４・３２号線（西調布駅北側）

調布３・４・28号線（蓮慶寺通り）

Google

Google

整備前（現況） 整備後（イメージ）

④ 良好な都市景観の創出
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道路ができるまでの流れ

広域
道路

道路整備
プログラム
（優先整備路線）
への位置付け

事業概要及び
現況測量
説明会 現況測量

調査実施

用地測量
説明会

用地測量
調査実施

事業の認可・着手

事業着手及び
用地説明会

用地の
交渉・取得

工事
説明会

工事の
実施

事業概要及び測量説明会の開催 用地測量の実施 用地交渉・協議 土地の引き渡し

現況測量の実施 契約・補償金の支払い 工事の実施

事業を始める前に，主に計画地沿道の皆さ
んを対象として，事業の概要及び測量につい
て説明します。

この測量では，現地において関係権利者が
立会い，土地の境界を確認します。これによ
り，買収する土地の面積を算出します。

用地買収の対象となる皆さんに対して，補償
内容や移転方法等について，個別の事情を
おききしながら，お話します。

契約でお約束した期限内に，家屋等の物件
の移転をして土地を更地にしていただき，市
に引渡していただきます。

この測量では，地形や土地建物と道路の位
置関係を明らかにします。これにより，道路
計画の位置が明らかになります。

事業着手及び用地説明会の開催
事業着手後に，用地買収の対象となる皆さ
んに，具体的な補償内容について説明します。
土地所有者だけでなく，賃貸住宅等にお住
いの皆さんも対象になります。

補償内容や移転方法等についてご納得いた
だきましたら，契約を取りかわし，補償金を
お支払いします。

初めに，上下水道，電気，ガス，通信ケーブル等
のインフラ工事を行います。その後，道路の表
面をきれいにする道路築造工事を実施します。

今回

事業着手から都市計画道路の完成まで おおむね７～１０年※
※一般的な都市計画道路の場合
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今回

用地取得に関係する皆様
に，用地取得の手順や補
償内容等についてご説明
します。

調布３・４・３１号線の周辺
にお住まいの皆様に，工事の
概要等についてご説明します。
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令和４年度～令和６年度 令和７年度～



事業着手後の法規制について

①建築等の制限(都市計画法第６５条)（都市計画法施行令第40条）
事業地内において，都市計画事業の支障となる，土地の形
質の変更や，建築物・工作物を建設する場合
⇒調布市長の許可が必要となります。
（令和８年１月９日～）

②土地建物等売買の制限(都市計画法第６７条)
土地や建物などを有償譲渡する場合
⇒調布市への届出が必要となります。
（令和８年１月２０日～）

③土地収用法の適用（都市計画法第70条）
事業地内には，土地収用法が適用されます。
（令和８年１月９日～）
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